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№68 米ノ井新屋敷生産緑地地区
0.64ha → 0.64ha

（廃止面積が極小のため、表示面積の変更なし）

取手都市計画 生産緑地地区計画の変更
【取手市決定】

【変更理由】
道路拡幅（№68 米ノ井新屋敷生産緑地地区）及び北浦川河川改修（№124 谷中
元畑第2号生産緑地地区、№127谷中相橋第1号生産緑地地区）に係る公共施設
等の設置に伴う地区の一部廃止、国土調査成果の反映、その他所要の補正を行
うため、本案のとおり生産緑地地区の変更を行うものである。

【変更内容】
道路拡幅 １件
河川改修 ２件
国土調査等 ４２件
合 計 ４５件
全体面積 29.10 ha → 29.33 ha
地区数 変更なし

№127 谷中相橋第１号生産緑地地区
1.37ha → 1.29ha
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№124 谷中元畑第２号生産緑地地区
0.20ha → 0.16ha


